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令和６年度
「トラックの日」実施事業

はたらくトラック ファミリーフェスタ
トラックを見て体験して親しみ、併せて交通安全や環境対策も学べる「ファミリー
フェスタ」を開催

「はたらくトラック ファミリーフェスタ２０２４」
日　時 ： １０月１９日（土）10:00～15:00(予定)
場　所 ： 岡山市サウスヴィレッジ
　　　　岡山市南区片岡2468
内　容 ： ①様々なトラックの展示・乗車体験
　　　　②子どもの運送体験、子ども免許証作成
　　　　③交通安全、環境学習コーナー
　　　　④小学生絵画コンクール表彰式
※詳しくは、「おかやまトラック輸送情報」１０月号
　でお知らせします。

「トラックの日」小学生絵画コンクール事業 (青年協議会主体での実施)  
小学生のトラックへの関心を高めるため、県内各地の小学校に呼びかけ、未来の
トラックの絵画を募集

「トラックの日」小学生絵画コンクール
募集対象 ：　岡山県内の小学生
募集期間 ：　７月～９月４日
作品の展示・公表
優秀作品１３点は、「はたらくトラック ファミリー
フェスタ」会場で表彰式を実施
上記作品を含む優秀作品１００点は、フェスタ会
場で展示するとともに、当協会のホームページ
で公表予定

令和５年度 岡山県教育長賞

令和５年度 ファミリーフェスタ
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TRUCK DAY!

献血事業
社会貢献活動として定着している献血を引き続き実施

日赤献血バスが県内事業所等を巡回
10/ 5(土)　総社運送事業協同組合(総社市西郡)
10/17(木)　備中高梁運送事業協同組合(高梁市松山）
10/18(金)　備前輸送サービスセンター(備前市伊里中)
10/23(水)　高速運輸事業協同組合勝央事業所(勝央町勝間田)
10/24(木)　矢掛輸送サービスセンター（矢掛町本堀)
（注）上記日程が変更、追加される場合があります

・都合のよい日時に日赤血液センターや最寄りの献血会場で献血できる「団体献血紹介状事業」を引
き続き実施(10/1～11/30)します
・一般の方にも呼びかけて「トラックの日 献血ＤＡＹ」（岡山市、倉敷市の２会場で予定）を実施します
※詳しくは、「おかやまトラック輸送情報」１０月号でお知らせします。

トラックの森づくり関連事業

（１）募金事業
トラックの森づくりや交通安全など社会貢献活動のための業界内募金を引き続き実施
期　間 ： ８月～１０月(予定)
方　法 ： 「トラックの森づくり」募金箱(「おかやまトラック輸送情報」８月号に同封しています)を利用さ

れ、支部又は分会にご連絡ください。

（２）全国植樹祭記念事業への協力等
令和６年５月２６日に開催された全国植樹祭の苗木・物資の運搬に協力
するとともに、１０月に津山市で開催される記念事業（アフター地域植
樹）の苗木運搬等
ファミリーフェスタにおいてヤマザクラ、イロハモミジ（全国植樹祭　
皇后陛下お手播き樹種）の苗木配付

「トラックの日」記念チャリティーゴルフコンペ
募金活動の一環として実施

日　　時 ： １０月１１日(金)　８：００から順次スタート
場　　所 ： 後楽ゴルフ倶楽部(岡山市北区真星２６１０)
参加方法 ： ９月２７日(金)までに支部あてに申し込みください。
そ の 他 ： 参加の方には、募金(１，０００円)へのご協力をお願いいたします。

支部分会等地域事業

期　間 ： ９月～１１月
場　所 ： 各地域
内　容 ： 交通安全や環境活動などを県内各地で計画的に実施し、業界の取組を地域社会にアピール

する。その他地域独自の社会貢献活動を実施

その他の事業
各種の地域社会貢献活動を通年実施

・産業廃棄物不法投棄発見協力事業
・街頭犯罪抑止協力事業
・災害発生時の緊急・救援輸送事業
・子どもの安全・安心見守り事業
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令和６年（２０２４年）度
整備管理者選任後研修について

中国運輸局岡山運輸支局

１．日　時　(※下記のいずれかで受講してください。)

【受講優先地域の地図】

受講優先地域

岡山地域を除く

倉敷地域を除く

対象地域問わず

対象地域問わず

対象地域問わず

研　修

 9:30～11:30

13:30～15:30

 9:30～11:30

13:30～15:30

 9:30～11:30

13:30～15:30

 9:30～11:30

13:30～15:30

 9:30～11:30

13:30～15:30

受　付

  9:00～9:30

13:00～13:30

 9:00～9:30

13:00～13:30

 9:00～9:30

13:00～13:30

 9:00～9:30

13:00～13:30

 9:00～9:30

13:00～13:30

　

午　前

午　後

午　前

午　後

午　前

午　後

午　前

午　後

午　前

午　後

月　日

令和6年(2024年)
10月31日（木）

令和6年(2024年)
11月29日（金）

令和6年(2024年)
12月23日（月）

令和7年（2025年）
1月30日（木）

令和7年（2025年）
2月7日（金）

2．会　場
岡山県自動車整備振興会　教育センター２Ｆ　第１研修室
岡山市北区富吉５３０１－８
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３．研修対象者
自動車運送事業の整備管理者（道路運送車両法第５０条の規定により選任されている整備管理
者に限る。）であって、次に掲げる者。

(1)今年度新たに選任された者（※）
（ただし、今年度に整備管理者選任前研修を受講した者はこの限りでない。）
（※）「新たに選任された者」とは、当該事業者において整備管理者として初めて選任された

者のことをいい、当該事業者において、過去に整備管理者として選任されていた者や
他の使用の本拠の位置で選任されていた者は、これに該当しない。

(2)令和５年度の整備管理者選任後研修を受講していない者

４．研修内容
『整備管理者の役割及び関係法令の改正等について』
担当：中国運輸局岡山運輸支局整備部門 専門官

５．注意事項
研修に参加にあたり、以下の事項にご注意をお願いいたします。

(1)受講に関し当日受付制（予約制ではありません）となります。研修日の受講者数が定員に
なり次第、受付を終了しますので、御了承お願いいたします。

　 （研修一回あたり２００名までの開催）
(2)受講人数枠に限りがあります。岡山県外の営業所等所属の方は受講できません。
(3)岡山県内の営業所等所属の方は岡山運輸支局にて受講して下さい。
(4)受講申込書は、必要事項を記入のうえ受講当日必ず持参して下さい。
　 （申込書をお持ちでない方は受講できません。）
(5)研修日について受講優先地域を設けております、地域内優先日に所在の営業所の方は受
講いただき、地域外所在の営業所の方は受講を控えていただきますよう御協力願いま
す。

　 （業務の都合上、どうしても受講希望日が合わない場合は、受講いただけます。）
(6)各受講日は受講人数に上限があります。分散受講をお願いいたします。
　 （研修後半にかけて受講者は減少します。）
(7)当該研修は自家用車の使用者における整備管理者にあっては任意での受講となります。
どうしても受講が必要な場合を除き、受講は御遠慮いただきますようお願いいたします。

６．その他
受付時間内にお越しください。
当日は筆記用具及び運転免許証等（本人確認ができるもの）、受講申込書（必要事項記載のもの）

を持参してください。出来る限り公共交通機関をご利用するか乗り合わせて御来場下さい。
乗り合わせで来庁される際は、右記の青いスペースに北側から詰めて駐車をお願いいたします。

※延期もしくは中止する場合がございます。開催状況につきましては、都度、中国運輸局ホーム
ページを確認いただきますようお願いいたします。

中国運輸局 整備管理者選任後研修関係ホームページ
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/gian/seikan.html

ご不明な点は、中国運輸局岡山運輸支局（担当：髙橋・武永・床平）までお問い合わせ下さい。
【問合せ先】　TEL: ０８６-２８６-８１５３
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(6)各受講日は受講人数に上限があります。分散受講をお願いいたします。
　 （研修後半にかけて受講者は減少します。）
(7)当該研修は自家用車の使用者における整備管理者にあっては任意での受講となります。
どうしても受講が必要な場合を除き、受講は御遠慮いただきますようお願いいたします。

６．その他
受付時間内にお越しください。
当日は筆記用具及び運転免許証等（本人確認ができるもの）、受講申込書（必要事項記載のもの）

を持参してください。出来る限り公共交通機関をご利用するか乗り合わせて御来場下さい。
乗り合わせで来庁される際は、右記の青いスペースに北側から詰めて駐車をお願いいたします。

※延期もしくは中止する場合がございます。開催状況につきましては、都度、中国運輸局ホーム
ページを確認いただきますようお願いいたします。

中国運輸局 整備管理者選任後研修関係ホームページ
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/gian/seikan.html

ご不明な点は、中国運輸局岡山運輸支局（担当：髙橋・武永・床平）までお問い合わせ下さい。
【問合せ先】　TEL: ０８６-２８６-８１５３
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退官される陸上自衛隊のみなさまへ
～～トラックドライバーの魅力を伝える！～～

7月19日（金）、岡山県に所在する陸上自衛
隊日本原駐屯地及び三軒屋駐屯地に在籍し、
今年度退官を予定されている隊員の皆様へ、9
月に開催予定の合同企業説明会に先んじて一
歩優位に立つべく、運送事業等に特化した事
前説明会（事務局；中国運輸局岡山運輸支局）
をバス・タクシー等とコラボして実施しました。
事前案内により運送事業及びドライバーの
魅力をお伝えし、退官後の就職先として真っ先
に希望していただくことを目的とした取り組み
です。

当日の午前は、日本原駐屯地で実施しまし
た。開始前に偶然駐屯地へ重機を積載したト
レーラー等が基地へ帰着するなど、幸先の良
い光景に出逢い、早速即戦力をアピール。さ
らに我が国の今後の豊かな暮らしの防衛をお
願いしました。
午後からは三軒屋駐屯地にて、藤森運輸㈱
の眞𡽶氏にお手伝いをいただき、より具体的
なトラックの魅力を発信できました。説明後は
多くの質問をいただくなど他の事業に比べ、
魅力が十分に伝わったものと思います。

［当日の対象参加自衛官］　日本原駐屯地…25名　　三軒屋駐屯地…11名

今後も人材確保の取り組みとして、運輸局、労働局・
ハローワーク等との連携も企画しており、トラックドラ
イバーの働きがい・やりがいなど社会的役割や重要性、
また、安全に対する取り組みなどを広めて参ります。
（総務課）

説明者：宮長専務理事

説明者：藤森運輸 眞𡽶氏 及び 宮長専務理事
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会
議
・
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中国トラック協会は、中国管内各県トラック協会と連携し、特殊車両に関する各種法令に係る最新情報の周
知並びにトレーラの安全確保等を目的に「トレーラ事故防止・特車制度研修会」を開催しました。

１．日　時	 令和６年７月10日（水）14：30～16：30
２．場　所	 広島県トラック総合会館５階　大研修室
	 	 （広島市東区光町２丁目１－18）
３．出席者	 110名
４．演　題	 第一部「大型車両等による交通事故の防止対策について」
	 	 　講師：中国運輸局自動車技術安全部
	 	 　保安・環境調整官　　　中原　正雄　氏
	 	 第二部「重量物輸送の現状と課題・進捗状況等について」
	 	 　講師：（公社）全日本トラック協会
	 	 　企画部道路企画室長　　小山　誠　氏

挨拶 広ト協重量・鉄鋼専門部会 沖藤部会長 講演第一部 講師　中国運輸局　中原 保安・環境調整官

講演第二部 講師　(公社)全日本トラック協会　小山 道路企画室長 研修風景

トレーラ事故防止・特車制度研修会を開催
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中国トラック協会は、令和6年度の理事会を開催し、令和5年度事業報告及び収支決算（案）、令和6年
度事業計画（案）等の審議を行い、原案どおり承認されました。
令和6年度における事業活動としては、昨年政府がとりまとめた「物流革新に向けた政策パッケージ」

及び「物流革新緊急パッケージ」を基調とした物流2024年問題への適切な対応を図り、改正「標準的な
運賃・標準運送約款」の活用等による適正なコスト収受等転嫁対策を推進していくことなどの活動方針
を確認しました。
本理事会における最重要課題8項目の課題解決に向けた決意を表明するため、喜多村理事（広ト協副

会長）が「決議文」の朗読を行い、満場一致で決議事項が採択されました。

１．日 時	 令和6年7月22日（月）15時00分～16時40分

２．場 所　　　「福山ニューキャッスルホテル」　2階　曙の間		
	 広島県福山市三之丸町8-16

３．出 席 者	 41名

４．議 案	 	第1号議案　令和5年度	事業報告、収支決算、剰余金処分(案)等について	 	
第2号議案　令和6年度	事業計画(案)、収支予算（案）等について	 	
第3号議案　役員の選任等について(中ト協役員交替、全ト協常任委員会委員等)

５．報告事項	 令和6年度	中国トラック協会事故防止研修会の開催について

６．「中国トラック協会表彰規程」による被表彰者（敬称略）

	 感謝状（理事）2名	 	喜多村　誠	 （一社）山口県トラック協会　前会長	 	
青山　澄男	 （一社）山口県トラック協会　前副会長

	 表彰状（職員）4名	 	津村　剛弘	 （公社）広島県トラック協会	 	
坂本　通子	 （公社）広島県トラック協会	 	
田邉　章倫	 （一社）岡山県トラック協会	 	
清原　雅人	 （一社）岡山県トラック協会

７．講 演　　　「トラック運送業界の諸課題への対応等について」	 	
	 講師　（公社）全日本トラック協会　星野　治彦	企画部長

８．来 賓	 	中国運輸局　　金子　修久	局長、髙山　正浩	自動車交通部長	 	
広島運輸支局　坪倉　　勇	支局長

令和６年度 中国トラック協会 理事会を開催
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主催者	挨拶　中ト協　遠藤副会長 決議文朗読　喜多村理事（広ト協副会長）

講演	（公社）全日本トラック協会	星野部長 来賓挨拶　中国運輸局　金子局長

決
　
　
　
　
　
議

ト
ラ
ッ
ク
輸
送
は
、我
が
国
の
国
民
生
活
や
産
業
活
動
を
支
え
る
国
内
物
流
の
基
幹
的
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

業
界
を
取
巻
く
経
営
環
境
は
、平
成
二
年
の
規
制
緩
和
以
降
、事
業
者
数
の
増
加
に
伴
う
過

当
競
争
に
よ
り
、原
価
に
見
合
っ
た
運
賃
収
受
が
困
難
な
状
況
に
あ
り
、加
え
て
、ド
ラ
イ
バ
ー
の

高
齢
化
に
よ
る
労
働
力
不
足
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
厳
し
い
経
営
環
境
の
中
、本
年
４
月
に
は
自
動
車
運
転
者
に
対
す
る
時
間
外
労
働
の

上
限
規
制
や
改
正
改
善
基
準
告
示
が
適
用
さ
れ
、働
き
方
改
革
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を

推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
が
、魅
力
あ
る
産
業
と
し
て
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、貨
物
自
動
車
運

送
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
、公
正
な
競
争
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
事
業
の
健
全
な
発
達
を

促
進
し
、公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
社
会
的
、経
済
的
地
位
の
向
上
並
び
に
、会
員
相

互
の
連
絡
協
調
の
緊
密
化
を
図
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
こ
に
、本
理
事
会
の
総
意
を
以
っ
て
、次
の
課
題
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
を
決
議
す
る
。

一、交
通
及
び
労
災
事
故
の
防
止
対
策
の
推
進

一、物
流
革
新
に
向
け
た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
基
づ
く
２
０
２
４
年
問
題
へ
の
適
切
な
対
応

一、改
正
「
標
準
的
な
運
賃
・標
準
運
送
約
款
」の
活
用
等
に
よ
る
適
正
な
コ
ス
ト
収
受
等
転
嫁

対
策
の
推
進

一、ト
ラ
ッ
ク
Ｇ
メ
ン
と
の
連
携
に
よ
る
荷
主
対
策
の
深
度
化
の
推
進

一、燃
料
高
騰
対
策
等
の
推
進

一、多
様
な
施
策
に
よ
る
良
質
な
ド
ラ
イ
バ
ー
の
人
材
確
保
と
教
育

一、高
速
道
路
料
金
の
割
引
の
拡
充
及
び
重
要
物
流
道
路
等
広
域
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

な
ど
使
い
や
す
い
道
路
の
実
現

一、自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素
化
・軽
減
の
実
現

右
、決
議
す
る
。

　
　
　
　

令
和
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年 
七
月 

二
十
二
日

中
国
ト
ラ
ッ
ク
協
会　

令
和
六
年
度　

理　

事　

会
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津山地域での交流を踏まえた会議を開催
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行政だより

行
政
だ
よ
り

～令和６年秋の交通安全県民運動の実施について～
岡山県交通安全対策協議会（会長 伊原木 隆太 岡山県知事）より下記のとおり通知がありました。会員各位

におかれましては、本運動への積極的な参加と効果的な取り組みを推進されますようにお願いいたします。

【概要】
本年上半期の県内の交通事故の状況については、死者が２１人と前年比で４人増加している上、人身事故の

件数及び負傷者数も約８パーセント増加するなど、県下の交通情勢は厳しい状況にあることから、交通安全対
策をしっかりと推進していく必要があります。
【参考：本年上半期の死亡事故の特徴】
・ 車両単独、正面衝突、追突といった一方的な過失による事故が１４件と約７割を占める
・ 死者のうち高齢者が１１人と半数以上
・ 自転車乗車中の死者４人のうち、３人が単独事故

こうした中、９月２１日（土）から９月３０日（月）までの１０日間、「令和６年秋の交通安全県民運動」が県内一斉
に展開されます。また、９月３０日（月）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

交通事故防止に向けて、ドライバーはもちろん、歩行者も、自転車利用者も、一人ひとりが交通事故のリス
クを他人事ではなく自分のこととして強く認識し、交通ルールをしっかり守り、相手に対する「思いやり・ゆず
り合い」の気持ちで交通マナーを実践し、交通事故を起こさない、また交通事故に遭わないように気を付けま
しょう。

スローガン　「交通ルール　守って笑顔　晴れの国」

○全国共通の重点
・ 反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
・ 夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶
・ 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

○岡山県の重点
・ 横断歩行者優先の徹底
・ 運転中のスマートフォン等使用禁止の徹底
・ スピードダウンの励行
・ 自転車の安全利用とヘルメット着用に向けた理解の促進

【 運 動 重 点 】

これらの目標以外にも、組織や地域の実態にあわせ、必要に応じて自主重点目標を設定して運動に取り組ん
でください。
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１　「反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防
止」に関するもの
◆  この春の入園・入学・進級により、子どもの行動範囲が大きく広がっています。保護者の皆さん、今

一度、家の周りや通園・通学路を親子で一緒に歩いてみてください。交差点等の危険な箇所につい
て、「なぜ危ないのか」「どうしたら安全に通れるのか」を子どもに確認させ、交通ルールを守ること
の大切さを家族みんなで考えていきましょう。

◆  子どもの事故で多いのは「とび出し」です。子どもは、遊びに夢中になると、つい道路にとび出して
しまいます。「道路では遊ばない」ことのほか、道路の横断について「道路に出るときには、いったん
止まる」「車が来ていないか見る（確かめる）」「車が通りすぎるまで（安全になるまで）待つ」「横断歩
道以外は渡らない」「信号が青でも、左右をしっかり確認する」といったことを日頃から繰り返し教え
て、習慣づけましょう。

◆  子どもは身近な大人の行動を見て、まねをすることで学びます。交通ルールや交通マナーも同じで
す。大人が交通ルール・マナーを守って行動し、子どもに手本を示しましょう。

◆  高齢者の皆さん、道路を渡ろうとして車にヒヤリとしたことはありませんか。年齢とともに歩く速さ
も遅くなります。自分では「まだ遠くにいる」と思っていても、車は思った以上の速さで近づいてきま
す。道路を渡るときは無理をせず、しっかりと安全を確認して、無理に渡ることなく車が完全に途切
れるのを待ちましょう。少し遠くても必ず横断歩道を渡りましょう。

◆  歩行者の皆さん、道路を横断するときには、左右の安全をしっかり確認して横断しましょう。横断歩
道が近くにあるところでは、横断歩道を渡りましょう。また、片側２車線以上の多重車線を横断する
ときには、安全のため信号機のある交差点の横断歩道を利用しましょう。

◆  斜め横断、車両の直前直後の横断、横断禁止場所の横断は大変危険です。信号機のある場所の横
断は、信号に従い横断しましょう。

◆  横断歩道を渡るときには、ドライバーに対して「アイコンタクトを送る」「手を上げる」ことで渡ろうと
する意思を示しましょう。

◆  薄暗い時間帯や夜間、歩行者が被害に遭う事故が多発しています。薄暗い時間帯や夜間に出かけ
るときは、歩行者も自転車も、明るい目立つ色の服を着て、反射材やＬＥＤライトを必ず身につける
ことで、自分の存在をアピールしましょう。

２　「夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶」に
関するもの
◆  交通ルールをしっかり守るとともに、歩行者や他の車両への「思いやり・ゆずり合い」の気持ちで交

通マナーを実践して安全運転に努めましょう。

◆  横断歩道の歩行者優先はマナーではなくルールです。ドライバーの皆さん、横断歩道を渡ろうとし
ている人がいるときは、歩行者の横断を妨げてはいけません。必ず一時停止して、歩行者に進路を
譲りましょう。

◆  車は早めにライトを点灯し、先行車、対向車等がいないときにはハイビームを活用しましょう。ハイ
ビームはロービームの２倍以上の１００ｍ先を照らすことができ、横断者や道路の状況を早く把握す
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ることができます。

◆  高齢ドライバーの皆さん、身体の様々な機能は年齢とともに変化してきます。自分の身体機能の変
化をよく理解し、慎重な安全確認とハンドル・ブレーキ操作をして、無理のない運転を心がけましょ
う。また、「安全運転サポート車（サポカー）」や「後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置」の
使用についても考えてみましょう。

◆  高齢ドライバーの皆さん、身体の様々な機能は年齢とともに変化してきます。日々、不安を抱えた
まま運転を続けていませんか。家族などの身近な方ともしっかり話し合い、運転免許証の返納につ
いても検討してみてください。

◆  自動車乗車中の交通事故で、シートベルトをしておらず亡くなった方の多くは、シートベルトをして
いたら助かっていたと思われます。運転席や助手席だけでなく、後部座席も必ずシートベルトを着
用しましょう。また、子どもの命を守るため、チャイルドシートを正しく使用しましょう。

◆  ライダーの皆さん、スピードの出し過ぎや無理な追い越し、すり抜けは危険です。ゆとりある運転を
お願いします。また、万が一の時の被害を軽減するためにも、ヘルメットを正しく着用するとともに、
プロテクターを着用しましょう。

◆  飲酒運転は「しない、させない、ゆるさない。」

飲酒運転をしないのはもちろん、周りの人やお酒を提供するお店の人も、一声かけるなどして、
絶対に飲酒運転をさせないようにしましょう。車で飲みに行く場合は、あらかじめハンドルキーパー

（お酒を飲まず運転する人）を必ず確保しておきましょう。また、二日酔いでも飲酒運転になりま
す。体内のアルコールの分解には個人差があります。アルコールチェッカーで確認するなどして、飲
酒した次の日の朝も注意しましょう。

◆  飲酒運転は「犯罪」です。家庭や地域、職場において、日頃から飲酒運転の悪質性や危険性、飲酒運
転が引き起こす事故の悲惨さや責任の重大性等について話し合い、飲酒運転を根絶しましょう。

◆  あおり運転は「犯罪」です。「思いやり・ゆずり合い」の運転を心がけましょう。あおり運転を受けたと
きは、車外に出ることなく110番通報をしましょう。また、ドライブレコーダーをつけましょう。

３　「自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹
底」に関するもの
◆  自転車は車両の仲間です。自転車安全利用五則を遵守しましょう。

「自転車安全利用五則」

① 車道が原則、左側を通行
　 歩道は例外、歩行者を優先
② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③ 夜間はライト点灯
④ 飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用
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◆  自転車乗車中の傘さし、スマートフォン等の「ながら運転」は違反です。大変危険なのでやめま
しょう。

◆  高齢者の皆さん、自転車は手軽で便利な乗り物ですが油断は禁物です。ちょっとした不注意やハン
ドル操作のミスが大きな事故を引き起こします。油断せず、慎重な確認と運転操作を心がけましょ
う。また、用水路沿いの柵のない狭い道路などの危険な場所では、自転車を降りて押して歩きま
しょう。

◆  自転車も日々の使用により、タイヤの摩耗やブレーキが効きにくくなるなど不具合が発生すること
があります。定期的に点検整備をしましょう。

◆  自転車は交通事故の被害者になるばかりでなく、相手方が自転車や歩行者である場合、加害者に
なってしまいます。自転車事故で相手方に重大なけがを負わせたことにより、裁判で１億円近い賠
償を命じられたケースもあります。         
交通ルールを守り自転車を安全に利用することはもちろん、交通事故に備えて、自転車損害賠償責
任保険（共済）に加入することが必要です。

◆  令和５年７月１日から、特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが定められました。車道での
左側端通行など交通ルールを守り、安全に利用しましょう。また、乗車中の事故から命を守るため、
ヘルメットを必ず着用しましょう。

４　「横断歩行者優先の徹底」に関するもの
◆  横断歩道の歩行者優先はマナーではなくルールです。ドライバーの皆さん、横断歩道を渡ろうとし

ている人がいるときは、歩行者の横断を妨げてはいけません。必ず一時停止して、歩行者に進路を
譲りましょう。（再掲）

◆  横断歩道の道路標識や予告標示（ダイヤマーク）に注意しましょう。横断歩道の目印です。

◆  横断歩道が近くにあるところでは、横断歩道を渡りましょう。信号機のある横断歩道では、信号機に
従い横断しましょう。

◆  横断歩道を渡るときには、ドライバーに対して「アイコンタクトを送る」「手を上げる」ことで渡ろうと
する意思を示しましょう。（再掲）

５　「運転中のスマートフォン等使用禁止の徹底」に関するもの 
◆  運転中にスマートフォンや携帯電話を使用する「ながら運転」は違反です。周囲への注意も散漫

になり、他の車や歩行者の発見が遅れるなど大変危険です。ハンドルを握ったら、運転に集中しま
しょう。

◆  運転中のスマートフォン等を手に持っての通話や画像を注視する行為は禁止されています。スマー
トフォン等は安全な場所に停止してから使いましょう。

６　「スピードダウンの励行」に関するもの 

◆  速度を示す道路標識や標示を確認しましょう。制限速度の範囲内でも、住宅街の細い道や通学時間
帯といった道路や交通の状況、天候や視界などに応じた安全な速度で運転しましょう。
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◆  車は急に止まれません。危険が発生したときに安全に停止できる速度で運転しましょう。高速道路
や雨天といった道路や気象の状況に応じて安全な速度で運転し、合わせて車間距離を十分とりま
しょう。

◆  カーブでは、車が外に飛び出そうとする力が働きます。手前で十分減速しましょう。

７　「自転車の安全利用とヘルメット着用に向けた理解の促進」に関するもの 

◆  自転車は「車両」です。自転車を利用するときには、車両の運転者として責任を自覚し、歩行者や車
両に迷惑をかけたり、危険を及ぼさないよう交通ルールをしっかり守りましょう。

◆  自転車も飲酒運転は厳禁です。自転車の飲酒運転による重大事故も発生しています。お酒を飲ん
だら自転車を運転してはいけません。

◆  高齢者の皆さん、自転車は手軽で便利な乗り物ですが油断は禁物です。ちょっとした不注意やハン
ドル操作のミスが大きな事故を引き起こします。油断せず、慎重な確認と運転操作を心がけましょ
う。また、用水路沿いの柵のない狭い道路などの危険な場所では、自転車を降りて押して歩きま
しょう。（再掲）

◆  昨年までの過去10年間に、県内で発生した自転車事故におけるヘルメット非着用時の致死率は、
着用時と比べて約3.5倍高くなっています。自転車乗車中の事故から命を守るため、ヘルメットを必
ず着用しましょう。

◆  自転車は交通事故の被害者になるばかりでなく、相手方が自転車や歩行者である場合、加害者
になってしまいます。自転車事故で相手方に重大なけがを負わせたことにより、裁判で１億円
近い賠償を命じられたケースもあります。        
交通ルールを守り自転車を安全に利用することはもちろん、交通事故に備えて、自転車損害賠償責
任保険（共済）に加入することが必要です。（再掲）

８　その他 

◆  交通ルールは全国共通です。一人ひとりがルールを守り、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の
気持ちで「ゆずる・とまる・まもる」といった交通マナーを実践して、交通事故を防ぎましょう。

◆  交差点等を右左折するときは、その手前30メートルから確実に合図を出しましょう。信号待ちでも
合図を出しておきましょう。また、車線変更・進路変更をするときは、３秒手前から確実に合図を出し
ましょう。

◆  違法駐車は渋滞や交通事故を引き起こすことがあります。「ちょっとの間だけ」と軽い気持ちで駐車
したあなたの一台のために、みんなが迷惑してしまいます。

◆  一人ひとりがマイカーの使用を控えることにより、交通渋滞が緩和され、交通事故の防止にもつな
がります。公共交通機関の利用に努めましょう。
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令和６年 秋 の全国交通安全運動の実施について

中 国 運 輸 局

中国運輸局岡山運輸支局長より、「令和６年秋の全国交通安全運動の実施について」下記の通り通達があ
りました。会員各位におかれましては、下記実施計画に基づき本運動に積極的に取り組まれますとともに、別紙

「自主点検表」を活用した職場の点検を実施されますようお願い致します。なお、57ページの「自主点検表」は
各事業所において保存しておいてください。

期 間：９月２１日 ( 土 ) から３０日 ( 月 )

中国運輸局においては、令和６年秋の全国交通安全運動国土交通省実施計画（令和６年７月２６日付け）に基
づき、「反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止」、「夕暮れ時以降
の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶」及び「自転車・特定小型原動機付自転車
利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底」を重点として、下記事項について積極的に取り組むものと
する。

なお、本運動期間中の９月３０日(月)が「交通事故死ゼロを目指す日」であることを踏まえ、本運動の展開に
併せて、その趣旨が国民に正しく理解されるよう努めるものとする。

記

１．自転車等通行空間の通行ルールの周知徹底

平成２８年７月に、国土交通省と警察庁が合同で改定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
（令和６年６月最終改定）において、自転車は「車両」であり車道通行が大原則という考えのもとで「自転車道」
「自転車専用通行帯」に加え、「自転車と自動車を車道で混在（車道混在）」の法定外表示である矢羽根型路
面表示の整備を推進しているところである。

矢羽根型路面表示は、自転車等の左側通行と車道における自転車等の通行位置を自転車利用者とドライ
バーの双方に示すものであるが、まだ道路利用者に十分浸透していない。

このため、令和５年７月に施行された道路交通法により特定小型原動機付自転車が自転車と同様の空間
を通行することとなったことも踏まえ、自転車等通行空間の整備に合わせ、整備形態に応じた通行ルールを
所属職員へ周知徹底させる。

また、道路交通法の改正により全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務とされたこと
も踏まえ、国民の手本となるよう、所属職員に対して、「自転車安全利用五則」を活用するなどし、自転車ヘル
メット着用を含む自転車通行ルール等の周知を図り、ルールの遵守について指導を徹底する。
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２．事業用自動車等の安全運行の確保

（１）  平成２８年１月１５日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、この種の事故の再発防止のため、軽井
沢スキーバス事故対策検討委員会において同年６月３日にとりまとめられた「安全・安心な貸切バスの
運行を実現するための総合的な対策」に掲げられた事項等に基づき、着実な安全対策を実施する。

（２）  自動車運送事業者に対し、運輸安全マネジメントを徹底し、輸送の安全が最優先であるという意識を内
部に浸透させ、経営トップから現場まで組織が一体となって輸送の安全性の向上に努めるよう意識の高
揚を図る。

（３）  事業用自動車の安全運行の徹底を図るため、自動車運送事業者団体を通じて、自動車運送事業者、運
行管理者に対し、次の事項に重点を置いた取組みを推進するよう指導する。

①  シートベルトを座席に埋没させないなど、乗客が常時着用することができる状態にしておくことはも
とより、安全確保のため、車内放送等により乗客にシートベルトの着用を促すとともに、発車前に着
用状況を目視等により確認すること。

②  運転者の体調急変に伴う事故を防止するため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」（平
成２６年４月１８日改訂）に基づき、運転者の疾病等の状況、医薬品の服用状況等を把握し、健康状態
に異常が認められた場合には運転者を交替させる等、適切な運行管理を徹底すること。　

③  過労運転や睡眠不足による事故を防止するため、これら生理的要因が交通事故を引き起こす恐れ
があることを運転者に理解させるとともに、日々の点呼における疲労、睡眠不足の状態の確認や、適
切な運行指示書の作成などの運行管理を徹底すること。

④  乗務中の携帯電話による通話やスマートフォンの操作を絶対に行わないよう、また、横断歩道にお
いて歩行者を優先するよう徹底すること。

⑤  運転者に対し、妨害運転（いわゆる「あおり運転」）の悪質性・危険性を周知し、その防止を徹底するこ
と。また、適性診断の結果も活用するなどして、運転者に対し「思いやり・ゆずり合い」を意識させ、周
囲の交通に配慮した運転に努めるよう指導すること。さらに、ドライブレコーダーの利用及びその映
像の活用を図ること。

⑥  子供、高齢者、障害者等に配意し、歩行者及び自転車利用者の安全確保を図ること。

⑦  飲酒運転の根絶に向けた運転者に対する指導監督を適切に実施するとともに、運行の際には、アル
コール検知器の使用による酒気帯びの確認を確実に行うなど、厳正な点呼を実施し、飲酒運転の絶
無を図ること。

⑧  覚せい剤や危険ドラッグ等薬物の使用防止の指導・啓発を徹底すること。

⑨  夕暮れ時における前照灯の早めの点灯及び、暗い道等での走行用前照灯（上向き）とすれ違い用前
照灯（下向き）の小まめな切替えを励行すること。

⑩  車高、視野、死角、内輪差、制動距離等各自動車の構造上の特性を把握し、安全確保を徹底するよう
指導すること。

⑪  進路変更、転回、後退等の際は、あらかじめバックミラー等により周囲の安全を充分に確かめるとと
もに、後退時等に周囲の歩行者等に対して警報を発する装置（後退警報装置、左折警報装置など）を
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備える車両では、やむを得ない場合を除き、当該装置を停止しないよう指導すること。

⑫  乗合バスにおいては、車内事故の発生が多いことを踏まえ、停車・発車時における車内確認の徹底
や車内アナウンスの実施等を確実に行い、その防止対策を推進すること。

⑬  タクシーにおいては、交差点内での出会い頭事故や夜間の事故発生が多いことを踏まえ、一時停止
すべき場所での確実な停止を徹底する等、その防止対策を推進すること。

⑭  トラックにおいては、追突事故の発生が多く、車間距離確保と制限速度遵守等、その防止対策を推進
すること。

（４）  重大事故及び酒酔い・酒気帯び運転等悪質な法令違反を引き起こした自動車運送事業者等に対し重点
的に監査を実施するとともに、遵守事項の違反があった場合には厳格な行政処分を実施する等により、
自動車運送事業者における法令遵守の徹底を図る。

（５）  自動車運送事業の利用者の安全に関する意識の醸成・高揚を図る観点から、安全対策が確保された優
良事業者の選定に資するよう、自動車運送事業者の安全に関する情報の積極的かつ分かりやすい提供
に努める。

（６）  自家用有償旅客運送についての安全の確保及び利用者の信頼確保に万全を期すため、自家用有償旅
客運送者に対し、輸送の安全確保のための必要な運行管理体制や運転者の要件等について、あらゆる
機会をとらえた周知に努める。

３．車両の安全対策の推進

（１）  より安全な自動車及び安全装置の普及促進とその正しい使い方の啓発のため、自動車販売関係団体、
自家用自動車関係団体等を通じ、また、あらゆる機会を活用して、自動車アセスメントによる車種別安全
性能（衝突安全性能及び予防安全性能等）の比較情報や衝突被害軽減ブレーキの性能認定制度の認定
結果の提供等により、高齢者をはじめとするユーザーに対し、衝突被害軽減ブレーキ等を備えた安全運
転サポート車などの高齢運転者の安全運転にも資する自動車及び安全装置の普及促進を図るととも
に、その正しい使い方の啓発を行う。

（２）  自動車運送事業者団体、自動車整備事業者団体、自家用自動車関係団体等を通じ、自動車運送事業者、
整備事業者、レンタカー事業者、整備管理者、自家用自動車使用者等に対し、次の事項に重点を置いて、
適切に点検整備されていない車両及び不正改造車の排除と車両の安全確保の徹底について、「自動車
点検整備推進運動」、「不正改造車を排除する運動」等との連携を図り効果が上がる取組がなされるよ
う、指導・啓発する。また、点検整備にあたって必要となる情報の提供について自動車製作者等を指導す
る。

①  日常点検整備及び定期点検整備の確実な実施

②  不正改造の禁止

（３）  警察との密接な連携により、不正改造車等が集結する場所等において街頭検査を効果的に実施し、無
車検・無保険車両、適切に点検整備されていない車両（衝突事故につながる摩耗タイヤの装着等）、及び
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不正改造車（違法マフラーの装着、不適切な着色フィルムの貼付や装飾板の装着、速度抑制装置の解
除・取外し、突入防止装置の取外し、過積載等を助長するさし枠の取付け、シートベルト警報装置を解除
する用品の取付け等）の発見・排除に努める。        
また、ホイール・ナット脱落等による車輪脱落事故や車両火災事故、スペアタイヤ落下による事故等を
防止するための確実な点検整備の励行について指導を行う。

（４）  リコールに関する一般ユーザーからの不具合情報を円滑に入手できるよう、自動車不具合情報ホットラ
インの周知に努める。

４．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

自動車運送事業者団体、自家用自動車関係団体等を通じ、次の事項に重点をおいて、全ての座席での正
しい方法によるシートベルトの着用又はチャイルドシートの使用の徹底について指導・啓発する。

（１）  トラック事業者、タクシー・ハイヤー事業者及びバス事業者に対しては、乗務員に対する適正なシートベ
ルトの着用の徹底を指導する。

（２）  乗客の安全を図るため、タクシー・ハイヤー事業者及び貸切バス等のバス（路線バス等でシートベルト
を備えていないバスを除く）を運行する事業者に対しては、次の事項を実施するよう指導する。

① 運行前に、シートベルト及び座席の不具合の有無を点検すること

② シートベルトを乗客が常時着用することができる状態にしておくこと

③ 乗客にシートベルトの着用を促すこと

④ 乗客のシートベルトの着用状況を発車前に点検すること

⑤ タクシー・ハイヤー事業者は、シートベルト着用のステッカーを作成し、車内に貼付すること

⑥  高速自動車国道等を走行する貸切バス等のバスにおいては、リーフレットを座席ポケットへ備え付け
るなどして、あらゆる機会を捉え、シートベルトの着用について乗客への注意喚起を行うこと

（３）  自家用自動車使用者に対しては、後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用の徹底及び先進安
全技術の正しい使い方について情報提供を行い、安全意識の高揚を図る。

（４）  幼児等を同乗させる自家用自動車使用者に対しては、チャイルドシートの正しい取り付け方及び製品の
安全性に関する比較情報等について情報提供を行い、安全意識の高揚を図る。

５．事業用自動車の事故等の情報の提供

事業用自動車による重大事故の発生状況（事故速報に基づくもの）、事業用自動車に係る各種安全対策等
について、メールマガジン「事業用自動車安全通信」等で情報を提供することにより、自動車運送事業関係者
等の安全意識の高揚を図る。
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６．鉄軌道の安全確保

鉄軌道の安全を確保するため、鉄軌道事業者に対し次の事項を中心に指導する。

①  運転取扱いにおける基本動作の徹底、異常時における安全な運転取扱い及び運行管理の徹底

②  災害・火災発生時等における迅速かつ的確な避難誘導及び情報提供

③  線路、信号保安設備及び車両等の点検整備の徹底

④  ホーム事故防止のため、安全設備の点検整備の徹底、その使用方法の旅客への周知及び旅客への
注意喚起

⑤  踏切保安設備等の点検整備の徹底及び踏切通行者（特に子供とその保護者及び高齢者）等に対す
る啓発活動の推進

⑥  線路内立入り及び置石等を防止するため、線路巡回、啓発活動（特に子供とその保護者）等の推進

７．広報活動の推進

関係団体等を通じ、本年９月３０日(月)が「交通事故死ゼロを目指す日」とされたことに留意しつつ、次の
広報活動を展開する。

（１）  交通安全意識の高揚を図るため、横断幕、ホームページ等による広報活動や路側放送等を活用した交
通安全の呼びかけ等を行うとともに、マスメディアに対し、交通安全運動に関する情報の提供等の働き
かけを行う。

（２）  一般道路利用者が多く集まる道の駅、サービスエリア、パーキングエリアや、庁舎ロビー等の施設を活
用して、関係機関との連携の下に、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に実施する。

（３）  車内放送を通じ、また、車両、駅、停留所、事業所等にポスター、垂幕、立看板等を掲示し、本運動の趣旨
を一般に周知する。

（４）  関係団体の広報誌やポスター掲示等を通じ、また、事業用自動車の運転者及び運行管理者を対象とす
る講習会等を開催し、本運動の趣旨及び次の広報事項を周知する。

①  歩行者及び自転車利用者（特に子供と高齢者）の安全や乗合バス等における高齢の乗客の保護に
配慮

② 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

③ より安全な自動車及び安全装置の普及促進とその正しい使い方の啓発

④ 自賠責制度の役割と交通事故被害者保護の重要性

⑤  飲酒運転や無免許運転、覚せい剤や危険ドラッグ等の薬物使用運転等、悪質・危険な運転行為の禁
止の徹底

⑥ 「無車検」車両、「無保険」車両及び「登録番号標不表示」車両の運転防止

⑦ 不正改造の禁止・不正改造車の排除の徹底及び自動車の点検整備の励行促進
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⑧ 「迷惑駐車をしない、させない」の励行

（５）  道路交通の安全の確保を図るため、落石や道路標識の破損等道路を安全に通行する際に支障となる事
象を協力者から道路管理者へ通報等を行う「ボランティア・サポート・プログラム」について、広報活動の
機会を活用して、特に、道路利用者にその趣旨を理解していただき、制度の普及、充実を図る。

８．海上交通の安全確保

海上交通分野においては、平成３０年２月に原則として全ての乗船者に対して義務化された小型船舶乗船
者のライフジャケット着用義務について、リーフレットの配布やインターネットの活用など様々な方法で周
知の徹底を図る。また、令和４年４月２３日に北海道知床で発生した遊覧船事故を受けて、同年１２月に取りま
とめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」を踏まえ、実施可能な対策から速やかに実施し、旅客船の安
全・安心な運航の確保を図る。
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第２８回
「トラックの日」記念チャリティーゴルフコンペのご案内

日 時	……… 	令和６年１０月１１日（金） 

８：００から順次スタート

場 所	……… 	後楽ゴルフ倶楽部 

岡山市北区真星２６１０ 
TEL ： ０８６－２９９－０５１１

プ レ ー フ ィ ー	……… 	１２，５００円 

（税込み・ソフトドリンク付き）

会 費	……… ２，０００円

チャリティー 募 金	……… 1，０００円

※表彰式は実施いたしません。

☆９月初旬に各支部より参加申込書をお送りします。
☆参加ご希望の方は９月２７日（金）までに支部あて申込み下さい。
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【一般講習申し込みに関する
お問い合わせ先】

自動車事故対策機構 岡山支所

TEL （086）232-7053
FAX （086）231-6742
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会員名簿（令和６年度）変更のお知らせ
※変更箇所のみ記載	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　　	　（令和６年９月）
NO. 事業者名 変更内容 変更後

297 ㈱かどや運送 代表者名 大下　貴之

824 TSネットワーク㈱　岡山流通センター 代表者名 登内　啓治

1164 宝和運輸㈱　水島営業所

社 名 宝和運輸㈱　倉敷営業所

所 在 地 〒713-8103　倉敷市玉島乙島7381-1

Ｔ Ｅ Ｌ 086-441-2090

Ｆ Ａ Ｘ 086-441-2092

1179 ㈱前田組 退 会

1227 ㈱丸文　総社支店 代表者名 小林　賢一

1425 両備トランスポート㈱　岡山支店 代表者名 荒木　一守

1426 両備トランスポート㈱　里庄営業所 代表者名 荒木　一守

1427 両備トランスポート㈱　津山支店 代表者名 荒木　一守

1428 両備トランスポート㈱　水島支店 代表者名 荒木　一守

新規に入会された方のご紹介
NO. 事業者名 役職・代表者 所在地 TEL・FAX 地区

97 ㈱井口産交　岡山営業所 代表取締役社長	
玉 井 　 　 浩

〒701-0165	
岡山市北区大内田828-1

TEL	082-208-0015	
FAX	082-208-0012 岡山

532 山陽徳山生コンクリート㈱ 代 表 取 締 役	
石 倉 　 孝 昭

〒710-0012	
倉敷市鳥羽636

TEL	086-464-0500	
FAX	086-463-3313 倉敷

1431 立正運送㈱　岡山営業所 代 表 取 締 役	
榎 　 　 一 巳

〒712-8055	
倉敷市南畝2-16-28

TEL	086-441-8098	
FAX	086-441-8099 倉敷

退会について

岡山県トラック協会から退会される場合の会費請求は、退会月分までとさせていただきます。日割り請求等ございませんので、予めご了承く
ださい。
また、退会届に記入する退会予定日より後の日付で退会届が岡山県トラック協会（本部、又は支部）に到着いたしますと到着日が退会日となり
ますのでご注意ください。

　　　　　　　（例） 退会予定日 退会届の到着日 退会日 請求する月
令和６年９月１日 令和６年９月１日 令和６年９月１日 令和６年９月分まで
令和６年９月３０日 令和６年９月２０日 令和６年９月３０日 令和６年９月分まで
令和６年９月３０日 令和６年９月３０日 令和６年９月３０日 令和６年９月分まで
令和６年９月３０日 令和６年１０月１日 令和６年１０月１日 令和６年１０月分まで

退会届の到着が遅れたり、翌月になりそうな場合はお手数ですが、岡山県トラック協会本部（０８６-２３４-８２１１）までご連絡をお願いいたします。
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消費税抜きの価格となります

２０２４年７月２５日 現在
（公社）全日本トラック協会

軽油価格動向推移表（全国平均・中国地区）
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124.21124.21 125.47125.47 125.77 125.77 125.66 125.66 125.90 125.90 132.80132.80 131.01131.01 121.72121.72 122.51 122.51 125.68125.68 126.09 126.09 125.83125.83

125.18 123.31
125.90 124.91 125.56 

128.98

135.81
131.78

122.33
126.35 125.09 126.43

114.65114.65 115.80115.80 115.45 115.45 116.07 116.07 116.59 116.59 124.08124.08 119.27 119.27 109.29109.29 111.85 111.85 114.75114.75 114.82 114.82 

113.79 114.65 114.24 114.92 115.85 

123.43
118.48

108.91 111.23 
114.38 113.93 

114.65114.65

114.17

124.17124.17 125.25125.25 124.31 124.31 125.70 125.70 126.06 126.06 133.00133.00 129.48 129.48 120.03120.03 121.93 121.93 123.65123.65 124.28 124.28 123.76123.76

126.09 127.54 127.31 128.57 127.70 

135.11
131.23

123.03 124.61 126.22 126.49 125.99
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一般社団法人 岡山県トラック協会及び支部 ご案内

本     会

岡山支部

倉敷支部

備中支部

美作支部

備前支部

自動車運転練習場

〒７００-８５６７

〒７００-０９４１

〒７１０-０８４７

〒７１４-１２２４

〒７０８-０８４２

〒７０５-００２３

〒７０９-０６２６

岡山市北区青江１-２２-３３
　　 ０８６-２３４-８２１１( 代 )  　　 ０８６-２３４-５６００

岡山市北区青江１-２２-３３
　　 ０８６-２３４-３２１１　　　　　 ０８６-２３４-５６００

倉敷市東富井８５０-１
　　 ０８６-４２５-０１０８　　　　　 ０８６-４２５-０１３８

小田郡矢掛町本堀１２９６-１
　　 ０８６６-８３-１３６５　　　　　 ０８６６-８３-１３６６

津山市河辺７２２-５
　　 ０８６８-２６-４４３６　　　　　 ０８６８-２６-４４５０

備前市伊里中５１６-１
　　 ０８６９-６７-２８８２　　　　　 ０８６９-６７-２８８３

岡山市東区中尾３５５-１
　　 ０８６-２７９-８０２２　　　　　 ０８６-２７９-８０２２

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

岡山県トラック総合研修会館 入居団体 ご案内

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

岡山県支部

岡山県運送事業協同組合連合会

岡山県高速運輸事業協同組合

自動車事故対策機構　岡山支所

〒 ７００-０９４１  岡山市北区青江１-２２-３３  １階

　　 ０８６-２３４-１３３２　　　 ０８６-２３４-５６００

〒 ７００-０９４１  岡山市北区青江１-２２-３３  ２階

　　 ０８６-２３４-８１００　　　 ０８６-２３４-８３８３

〒 ７００-０９４１  岡山市北区青江１-２２-３３  ３階

　　 ０８６-２３２-７０５３　　　 ０８６-２３１-６７４２
運行管理者各講習・適性診断等に関するお問い合わせは
こちらへご連絡ください。

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

※7月16日から11月末まで改修工事のため、備前輸送サービスセンターで業務を行います。
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携帯電話からの接続には、所定の通信料がかかります。
また、QRコード®は読み取り条件などによって読み取れない
場合があります。
※QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

同封資料
 ●　岡山県トラック物流効率化支援金のご案内
 ●　サイクリングしまなみ2024開催に伴い通行止め
 ●　岡山県トラック交通共済からのお知らせ
 ●　トラック輸送の「標準的運賃」が告示されました

ホームページをご活用ください
https://okayama-ta.or.jp

会員事業者に対して可能な限り早く、きめ細かい情報を伝えることを基本として
ホームページでの情報提供をメインで行っております。また、詳細で情報量の多いも
のについても、国や関係団体等のサイトを活用しながら提供させていただきます。

本誌の内容も閲覧できるようになりました。
「協会の取り組み」→「おかやまトラック輸送情報/
今月の行事」からご覧ください。

岡山県トラック協会

定期的な閲覧と積極的なご活用をお願いいたします。

検 索

各種申請様式のダウンロード・
セミナー等のお知らせはこちら

最新のニュースはこちら

重要なお知らせはこちらに掲載

本誌は、植物由来の油を原料にした
インキを使用し、環境にやさしい
水なし方式で印刷されています。


